
小須戸商工会 TEL 38-2560 FAX 38-2027      H27.11.1 

連鎖倒産からあなたの会社を守るための共済です。『経営セーフティ共済』（中小企業倒産防止共済） 

「
無
料
法
律
相
談
」 

 
 

 
 

開
催
の
お
知
ら
せ 

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
係
る 

 
 

取
扱
変
更
の
お
知
ら
せ 

説明会内容 開催日 時間 会場 

年末調整説明会 11月 18日（水） 13:30～15:30 
秋葉区役所 6階 

601・602会議室 

青色決算説明会 

（営業） 
12月 1日（火） 10:00～12:00 

秋葉区役所 6階 

601会議室 

青色決算説明会 

（農業） 
12月 1日（火） 13:30～15:30 同上 

白色決算説明会 

（営業） 
12月 4日（金） 10:00～12:00 同上 

白色決算説明会 

（農業） 
12月 4日（金） 13:30～15:30 同上 

 

平
成
二
十
七
年
度 

年
末
調
整
説
明
会
・ 

 

青
色
申
告
決
算
説
明
会
の 

 
 

 
 

 
 

開
催
に
つ
い
て 

地
域
振
興
研
修
会 

 
 

開
催
の
お
知
ら
せ
（
予
告
） 

 

 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
に
所
得
税
法

施
行
規
則
等
の
改
正
が
行
わ
れ
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
取
扱
が
一
部
変
更
と
な
り
ま
し

た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

【
変
更
点
に
つ
い
て
】 

 

 

改
正
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
度
一
月

以
降
の
給
与
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
る
方

に
交
付
す
る
源
泉
徴
収
票
な
ど
へ
の
個
人

番
号
の
記
載
は
行
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま

し
た
。
個
人
番
号
の
記
載
が
不
要
と
な
る

税
務
関
係
書
類
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。 

・
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票 

・
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票 

・
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票 

・
配
当
等
と
み
な
す
金
額
に
関
す
る
支
払 

 

通
知
書 

・
上
場
株
式
配
当
等
の
支
払
に
関
す
る 

 

通
知
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ほ
か 

 
 

 

詳
細
は
同
封
し
た
緑
色
の
チ
ラ
シ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。 

 

新
津
税
務
署
で
は
、
年
末
調
整
説
明
会

並
び
に
、
営
業
所
得
又
は
農
業
所
得
の
あ

る
方
を
対
象
と
し
た
所
得
税
の
決
算
説
明

会
を
左
記
の
通
り
開
催
い
た
し
ま
す
。
説

明
会
で
は
、
青
色
申
告
決
算
書
等
の
作
成

方
法
や
作
成
に
当
た
っ
て
の
注
意
点
な
ど

の
説
明
が
行
わ
れ
ま
す
。
説
明
は
、
年
末
調

整
説
明
会
に
つ
い
て
は
税
務
署
の
職
員
、
決

算
説
明
会
に
つ
い
て
は
税
務
署
が
依
頼
し
た

税
理
士
が
行
い
ま
す
。
使
用
す
る
資
料
は
、

当
日
会
場
で
配
布
さ
れ
ま
す
。 

【
お
問
い
合
わ
せ
】 

 

新
津
税
務
署 

 

 

年
末
調
整
説
明
会 

二
二
‐
二
一
七
一 

 
 

青
白
決
算
説
明
会 

二
二
‐
二
一
五
三 

 
 

※
同
封
し
た
チ
ラ
シ
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

 

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会
を
左

記
の
と
お
り
開
催
い
た
し
ま
す
。
商
売
に

関
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
相
談
に

応
じ
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
八
日(

水) 

 

午
前
十
時
～
十
二
時
ま
で 

 
 

※
一
組
三
十
分
ま
で 

【
相
談
員
】 

 

山
田 

寿 

弁
護
士 

【
会
場
】 

 

小
須
戸
商
工
会
館 

 

相
談
に
は
事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
の

で
商
工
会
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
日
（
木
） 

 
 

午
後
六
時
～
午
後
七
時
二
十
分 

【
講
師
】 

伊
勢
み
ず
ほ 

氏 

【
テ
ー
マ
】
取
材
を
通
し
て
見
た
魅
力
あ

る
店
舗
・
経
営
者 

 

参
加
ご
希
望
の
方
は
、
次
号
同
封
の
チ

ラ
シ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

11月 

の花 
 
菊 
 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 

第1８５号 

小須戸 

商工会 
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今
月
は
、
労
働
保
険
適
用
促
進 

 

 
 

 
 

 
 

強
化
月
間
で
す
。 

商
工
会
各
部
会
共
同
事
業 

 
 

商
工
会
共
同
広
告
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

募
集
に
つ
い
て 

新
潟
市
制
度
融
資 

 

貸
付
利
率
の
改
定
に
つ
い
て 

 

七
月
に
発
行
い
た
し
ま
し
た
小
須
戸
商

工
会
の
各
部
会
共
同
事
業
、
共
同
広
告
の
十

二
月
発
行
分
の
募
集
を
い
た
し
ま
す
。 

【
発
行
月
】 

十
二
月
上
旬
（
予
定
） 

【
掲
載
料
】 

 

無
料 

【
申
込
方
法
・
期
限
】 

 

今
月
の
か
わ
ら
版
に
申
込
書
を
同
封
い
た

し
ま
す
の
で
、
ご
記
入
の
上
、
十
一
月
十
六

日
（
月
）
ま
で
に
商
工
会
へ
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。 

 

掲
載
に
あ
た
り
ま
し
て
は
そ
の
都
度
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。 

 

新
潟
市
で
は
、
中
小
企
業
者
の
資
金
調
達

の
円
滑
化
を
図
り
、
経
営
基
盤
の
確
立
を
促

進
し
、
育
成
・
発
展
を
通
し
て
地
域
経
済
の

活
性
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
各
種
融

資
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

 

左
記
の
金
融
支
援
策
に
関
し
ま
し
て
、
平

成
二
十
七
年
度
十
一
月
一
日
融
資
実
行
分
か

ら
貸
付
利
率
が
改
定
さ
れ
ま
す
の
で
ご
案
内

い
た
し
ま
す
。
紙
面
の
関
係
上
、
主
な
制
度

の
利
率
改
定
内
容
の
み
、
ご
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

【
防
災
や
環
境
な
ど
に
配
慮
し
た
設
備
投
資

を
図
る
方
】 

 

◎
あ
ん
し
ん
未
来
資
金 

 
 

信
用
保
証
付 

 

現
行 

一
．
八
０
％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
定
後
一
．
六
五
％ 

 
 

信
用
保
証
な
し 

現
行 

二
．
三
〇
％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
定
後
二
．
一
五
％ 

【
小
規
模
企
業
向
け
】 

 
◎
無
担
保
無
保
証
人
融
資 

 
 

信
用
保
証
付 

 

現
行 

一
．
九
五
％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
定
後
一
．
七
五
％ 

 

◎
小
規
模
企
業
振
興
資
金 

 
 

信
用
保
証
付 

 
現
行 

一
．
九
五
％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
定
後
一
．
七
五
％ 

【
経
営
の
安
定
を
図
る
方
】 

 

◎
経
営
支
援
特
別
融
資 

 
 

信
用
保
証
付 

 

現
行 

一
．
九
〇
％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
定
後
一
．
七
〇
％ 

 
 

信
用
保
証
な
し 

現
行 

二
．
四
〇
％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
定
後
二
．
二
〇
％ 

 

◎
中
小
企
業
資
金
繰
り
円
滑
化
借
換
融
資 

 
 

信
用
保
証
付 

 

現
行 

一
．
九
〇
％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
定
後
一
．
六
五
％ 

 

【
一
般
的
な
事
業
資
金
が
必
要
な
方
】 

 

◎
一
般
融
資 

 
 

信
用
保
証
付 

 

現
行 

 

二
．
〇
五
％ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
定
後 

一
．
八
〇
％ 

 
 

信
用
保
証
な
し 

現
行   

二
．
五
五
％ 

 
 
 
 
 
 
 
  

改
定
後 

二
．
三
〇
％ 

【
新
規
に
開
業
す
る
方
、
開
業
後
ま
も
な

い
方
】 

 

◎
中
小
企
業
開
業
資
金 

 
 

（
創
業
、
創
業
等
関
連
保
証
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

現
行  

二
．
二
五
％ 

 
 
 
 
 
 
 
 

改
定
後 

二
．
〇
〇
％ 

 
 

（
支
援
創
業
関
連
保
証
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

現
行 

二
．
二
五
％ 

 
 
 
 
 
 
 
 

改
定
後
一
．
九
五
％ 

※
中
小
企
業
資
金
繰
り
円
滑
化
借
換
融
資

（
信
用
保
証
付
）
以
外
に
つ
い
て
は
、
貸

付
期
間
五
年
を
超
え
る
利
率
を
表
示
し
て

い
ま
す
。
五
年
以
内
は
記
載
の
利
率
に
比

べ
マ
イ
ナ
ス
〇
．
二
％
に
な
り
ま
す
。 

【
お
問
い
合
わ
せ
】 

 

 

詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
葉
区
役
所 

商
業

振
興
課 

金
融
係(

〇
二
五
‐
二
二
六
‐

一
六
二
九)

ま
た
は
、
商
工
会
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

市
制
度
融
資
一
覧
表
（
平
成
二
十
七
年

十
一
月
一
日
改
正
版
）
は
商
工
会
に
も
用

意
し
て
お
り
ま
す
。 

労
働
者(

ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む)

を
一
人

で
も
雇
っ
て
い
る
事
業
主
は
労
働
保
険

(

労
災
保
険
・
雇
用
保
険)

に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

労
働
保
険
は
、
労
災
保
険
・
雇
用
保
険

の
各
種
給
付
金
の
ほ
か
、
雇
用
の
安
定
の

た
め
に
事
業
主
に
支
給
さ
れ
る
助
成
金
な

ど
の
各
種
支
援
制
度
も
設
け
ら
れ
て
お
り
、

労
働
者
は
も
と
よ
り
事
業
主
の
た
め
に
も

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
制
度
で
す
。 

ご
相
談
は
商
工
会
へ 

商
工
会
で
は
、
労
働
保
険
の
事
務
処
理

負
担
の
軽
減
の
た
め
、
事
業
主
の
皆
さ
ん

の
委
託
を
受
け
事
業
主
に
代
わ
っ
て
労
働

保
険
料
の
申
告
、
納
付
、
そ
の
他
労
働
保

険
に
関
す
る
各
種
の
事
務
手
続
を
行
う

「
労
働
保
険
事
務
組
合
」
と
し
て
県
労
働

局
長
の
認
可
を
受
け
て
い
ま
す
。 

労
働
保
険
事
務
組
合
に
委
託
す
る
と
、

優
遇
制
度
（
①
事
業
主
や
家
族
従
事
者
の

労
災
保
険
へ
の
特
別
加
入
、
②
労
働
保
険

料
の
分
割
納
付
）
も
受
け
ら
れ
ま
す
。 

成
立
届
を
は
じ
め
、
所
定
用
紙
も
備
え

付
け
て
お
り
ま
す
の
で
労
働
保
険
に
関
す

る
こ
と
は
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。 


